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海
運
曾
枇
の
保
護
す
』
海
運
同
盟
の
監
督

(
嫡
占
的
海
運
同
盟
に
謝
す
る
政
策
、
そ
の
五
)

島

昌

太

真B

海
運
業
者

ω同
盟
、
卸
ち
コ
ン
ブ
ア

v
y
ス
な
る
も
の
仁
劃
す
る
岡
家
政
策

Z
L
て
、
私
は
銑
に
、
海
運
の
閣

管

コ
ン
ブ
ア

V

ン
且
の
禁
止
、

コ
ン
フ
ァ

v
y
ス
賃
率
に
劃
す
る
監
督
に
つ
い
て
論
述
し
た
。
よ
っ
て
本
就
に

於
て
は
、
一
見
に
、

コ
y

ファ

v
v
λ

に
劃
す
る
政
策
Z
し

τの
白
岡
山
海
運
業
者
の
保
護
吉
、

コン

7
ァ
V

V

1

に

謝
す
る
一
般
的
監
督
制
度
ご
を
遁
ぺ
て
、
本
論
を
完
結
す
る
こ
吉
、
す
る
。

自
園
海
運
業
者
の
保
護

国
家
が
自
国
海
運
業
者
特
に
定
期
航
曾
祉
を
保
護
し
、
そ
の
後
遣
を
助
成
す
る
政
策
芭
し
て
は
、

航
路
補
助

金
、
航
海
奨
励
金
又
は
郵
便
物
輪
途
助
成
金
等
の
形
式
に
於
て
保
護
金
を
下
附
し
、
叉
は
事
業
資
金
を
貸
附
仁
、

或
は
租
税
の
免
除
を
な
す
な
ど
の
直
接
に
之
を
保
護
す
る
の
方
法
が
あ
り
、
又
、
造
船
材
料
の
輸
入
税
兎
除
、
銭

暗
唱
賃
卒
の
特
葱
的
取
扱
な
ど
に
よ
り
、
或
は
沿
岸
貿
易
、
運
河
通
航
料
、
港
費
等
に
於
り
る
内
外
岡
舶
の
差
別
的

待
遇
な
Y
」
に
よ
h
J
、
間
接
に
白
岡
海
運
業
者
を
保
議
す
る
の
方
法
が
あ
る
。

論

叢

悔
運
舎
批
白
保
護
と
海
運
同
盟
田
監
督

第
十
九
巻

(
第
三
統

七

三
四
五



論

海
運
骨
世
田
保
護
と
海
運
同
躍
の
監
督

回
大

( 

第

挽

三
八
)

議

第
十
九
巻

此
等
の
直
接
叉
は
間
接
の
海
運
保
護
政
策
は

B

白
岡
海
運
の
畿
迭
を
計
る
ご
共
に
、
克
仁
之
に
よ
り
て
、
海
外

貿
易
の
後
展
を
助
砂
、
海
外
郵
便
聯
絡
の
完
成
を
計
h
J
、
叉
は
戟
時
に
於
け
る
陸
海
軍
の
暫
助
機
関
正
し

τ之
を

利
用
す
る
一
ご
云
ふ
目
的
よ
り
出
づ
る
も
の
で
あ
る
が
、
叉
こ
の
白
岡
海
蓮
の
保
護
政
策
に
は
、

之
を
以
て
閤
際
的

ヨ
ン
ア
ァ

ν
v
z
に
劃
す
る
一
つ
の
圃
家
政
策
正
云
ふ
意
味
を
認
む
る
こ
子
伊
品
得
る
も
の
で
あ
る
。

国
家
が
‘

ヨ
Y

アア

V

Y

Z

に
劃
す
る
政
策
Z
し
て
、
自
国
海
運
業
者
を
保
護
し
、
之
が
肱
賢
建
を
計
る
に
つ
い

て
も
、
之
に
二
つ
の
態
度
を
区
別
す
る
こ
ご
が
出
来
る
。
第
一
は
、

コ
ン
ア
ァ
ド
ン
λ

の
弊
害
を
除
尿
す
る
が
矯

め
に
、

之
を
座
倒
す
る
目
的
を
以
て
、
白
園
海
運
業
者
に
甚
だ
厚
き
保
護
を
奥
へ
、
之
を
し
て
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

に
卦
抗
せ
し
む
る
政
策
で
あ
る
。
的
も
国
家
の
保
護
の
下
に
、
自
国
海
運
業
者
を
し
て
コ

y
ファ

v
y
z
に
競
争

を
開
始
せ
し
め
、
又
は
そ
の
競
争
を
補
助
す
る
の
政
策
で
あ
る
。
挙
て
プ
ラ
ジ
U
F

政
府
が
、

プ
ラ

u
y
t
北
米
吉

の
大
西
洋
航
路
に
於
て
、
阪
存
の
コ
Y

フ
ァ
レ
ン
ス
に
劃
抗
せ

L
め
ん
が
矯
め
に
、

ロ
0
1
H凶

E
N出
向
。

E
舎
一
祉
を

設
立
せ
し
め
て
、
之
に
莫
大
な
る
補
助
金
を
下
附
し
、
其
幹
部
の
如
き
も
政
府
よ
り
任
命
し
、
殆
Y
」
圃
立
曾
一
吐

ω

知
き
陣
容
の
下
に
競
争
を
閥
始
せ
し
め
た
る
が
如
き
は
、
郎
も
こ
の
例
で
あ
る
o

併
し
乍
ら
・
此
計
劃
は
、

アァ

V

ン
ス
歴
倒
の
目
的
を
遂
に
達
す
る
こ
正
を
得
宇
し
て
失
敗
に
終
っ
た
。
又
市
阿
聯
邦
に
於
て
も
、
同
様
の

目
的
を
有
つ
闘
立
海
運
曾
枇
を
、
南
阿
政
府
軍
濁
に
て
、
若
し
〈
は
濠
洲
政
府
Z
の
聯
合
に
て
、
設
立
す
る
の
計

劃
を
立
て
た
こ
己
が
あ
っ
た
が
、
之
は
遂
に
貰
現
せ
ら
れ
宇
に
止
ん
だ
o

か
〈
の
却
言
動
抗
的
競
守
を
趣
旨
古
す

コ
y 
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る
保
護
政
策
の
不
可
な
る
こ

Z
は
、
前
に
岡
管
海
運
を
以
て
コ
ン
フ
ア
V

ン
λ

に
掛
抗
す
る
政
策
の
不
可
な
る
こ

z
e
T
通
ぺ
た
る
所
に
、
そ
の
理
由
を
設
明
し
た
の
で
ゐ
る
か
ら
・
抜
に
之
を
反
復
す
る
の
必
要
叫
な
い
。

第
二
は
、
前
述
の
方
針
ご
会
〈
異
旬
、

ヨ
ン
プ
ア

V

Y

A

に
調
抗

L
て
之
Z
競
守
を
開
始
せ
し
む
る
を
以
て
本

来
の
趣
旨
己
せ
争
、
営
該
航
路
に
於
け
る
白
岡
定
期
紬
曾
枇
の
管
業
基
礎
す
拳
固
な
ら
し
め

τ、
之
を
し
て
コ
ン

フア

V

V

R

内
に
於
て
有
力
な
る
後
言
擦
を
得
し
め
、
或
は
真
に
進
ん
で
指
導
的
地
位
を
獲
得
せ
し
む
る
目
的
を

以
て
、
白
閤
曾
枇
仁
保
護
を
奥
う
る
政
策
で
ゐ
る
。
却
も
、
之
は
国
家
が
コ
ン
ア
ア
V

ン
デ
ぜ
座
倒
す
る
-
』
子
炉
』

目
的
ご
せ
守
し
て
、
白
固
定
期
船
曾
駐
を
通
じ
て
、
白
闘
の
利
盆
己
な
る
様
に
、

ヨ
ン
フ
ア

V

ン
ス
の
運
賃
又
は

其
他
の
倍
業
方
針
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
の
下
地
を
遁
ゐ
ニ

Z
を
目
的
ご
す
る
政
策
で
ゐ
る
。
私
が
蕊
に
過
べ
ん

さ
す
る
所
は
、
此
の
日
的
を
有
つ
所
の
自
国
海
運
曾
枇
保
護
政
策
で
ゐ
る
。

既
に
屡
I
遁
〈
た
る
が
如
(
、

コ
ン
ブ
ア

v
y
z
な
る
も
の
は
、
概
し
て
国
籍
を
異
に
す
る
定
期
締
曾
一
祉
の
同

盟
で
あ
っ
て
、
軍
に
契
約
関
係
に
於
て
成
立
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

一
ン
ア
ア

V
)
J
Z

そ
の
も
の
に
劃
し

て
は
、
国
家
は
法
律
的
に
も
経
済
的
仁
も
何
等
直
接
の
政
策
を
施
す
-
』
=
が
出
来
な
い
。
故
に
今
国
家
が
、
自
国

の
封
外
貿
易
又
は
封
外
海
運
の
稜
展
の
矯
め
、

コ
ン
フ
ア

V

V

ス
を
し
て
或
事
柄
を
行
は
し
め
ん
Z
し
て
も
、
宜

接
に
コ
ン
フ
ア

v
v
z
に
費
し
て
之
を
命
守
る
-
】
ご
は
出
家
中
、

論

叢

海
運
骨
祉
の
保
護
と
海
運
同
盟
の
肢
菅

只
之
に
加
限
せ
る
個
々
の
曾
祉
に
罰
し
て
命

ι‘

第
十
九
巻

(
拍
車
三
披

九
) 

三
四
七



四

O
)

得
る
ピ
け
で
あ
る
。
然
る
に
、
そ
の
命
せ
ん
Z
す
る
事
柄
が
、
自
闘
の
匁
め
に
は
有
利
な
る
も
、
他
国
の
怨
め
に

前

叢

梅
謡
舎
枇
白
保
護
と
海
運
同
盟
白
監
督

第
十
九
血
管

(
第
三
一
腕

四
凡

は
然
ら

F
る
場
合
に
於
て
は
、
白
岡

ω舎
一
祉
は
之
に
膝
じ
て
も
、
外
園
舎
一
祉
は
縦
ひ
交
換
的
利
盆
を
奥
へ
で
も
、

到
底
之
に
感
じ
な
い
こ
さ
が
あ
る
。
或
は
、

そ
の
行
は
し
め
ん
Z
す
る
事
柄
が
白
図
領
域
内
に
於
け
る
替
業
上
の

手
緩
な
ど
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
律
を
以
て
之
を
命
十
る
こ
芭
も
出
来
な
い
こ
ご
で
は
な
い
が
、
賃
質
上
の

血
官
業
に
関
す
る
事
柄
、
例
へ
ば
運
賃
の
定
め
方
な
H

と
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
な
ら
ば
、
縦
ひ
自
図
領
域
内
の
も
の

で
あ
っ
て
も
‘
治
律
を
以
て
命
十
る
は
策
の
得
た
る
も
の
で
は
な
い
。
故
に
図
家
が
、
自
困
の
野
外
貿
易
上
の
叉

は
艶
外
海
運
上
の
利
盆
の
匁
め
に
、

コ
ン
ブ
ア

v
y
z
の
採
用
せ
る
或
管
業
政
策
又
は
運
賃
政
策
を
盤
真
せ
し

め
、
若
し
〈
は
進
ん
で
之
に
或
管
業
方
針
を
採
ら
し
め
ん
ご
す
る
に
つ
い
て
は
、
之
に
加
盟
せ
る
白
岡
海
運
業
者

を
利
用
す
る
の
外
は
な
い
。

か
〈
て
岡
家
が
白
闘
の
海
運
業
者
を
利
用
L
て、

そ
が
加
盟
し
て
居
る
コ
ン
ブ
ア
V

ン
λ

の
上
に
園
家
の
勢
力

を
及
ぼ
す
が
潟
め
に
は
、
自
国
関
係
航
路
の
コ

y
フア

V

ン
旦
で
、
未
に
之
に
自
国
海
運
業
者
の
加
盟
し
て
居
な

い
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
先
づ
遁
嘗
な
る
海
蓮
業
者
を
選
ん
で
之
を
保
護
し
、

毛
の
基
礎
を
輩
固
な
ら
し
め

τ、

之
に
加
盟
す
る
こ
ご
を
得
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
も
只
軍
に
之
に
加
盟
し
て
居
る
ご
云
ふ
だ
け
で
は
、

そ
の

舎
一
祉
は
、
外
閣
の
有
カ
な
る
舎
枇
が
指
定
す
る
運
賃
な
b
管
業
方
針
な
h
に
追
随
す
る
こ
ご
、
な
る
だ
り
で
あ

る
か
ら
、
画
家
の
勢
力
を
そ
の
コ
V

アア

V

Y

旦
の
上
に
及
ぼ
す
が
錦
め
に
は
、
こ
の
加
盟
せ
る
自
園
舎
祉
を
[



て
、
少
く
ご
も
白
闘
の
掛
外
貿
易
に
最
も
利
害
関
係
の
密
接
な
る
部
分
の
替
業
仁
関
し
て
は
、

ヨ
ン
フ
ァ

v
y
z

内
に
於
て
、
模
威
あ
る
綾
言
権
を
有
ち
、
指
導
的
地
位
を
占
む
る
ま
で
に
、
そ

ω附
営
業
の
基
礎
を
固
め
し
め
な
げ
れ

ば
な
ら
向
。
而
し
て
、
ぞ
れ
は
、
自
国
の
海
運
業
着
が
腕
に
コ
Y

ファ

V

Y

A

に
加
盟
し
て
居
る
場
合
に
就
い
て
言

ふ
も
亦
同
様
で
あ
る
。
即
も
国
家
が
コ
ン
ア
ア

v
y
z
の
修
業
政
策
の
質
質
に
影
響
を
及
ぼ
す
所
の
政
策
を
貫
数

あ
る
も
の
た
ら
し
む
る
に
は
、
そ
の
先
行
政
策
Z
し
て
、

コ
Y

フ
ア

V

ン
ス
内
に
於
け
る
自
国
定
期
般
舎
一
祉
の
地

位
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
其
目
的
の
矯
め
に
こ
の
保
護
政
策
を
必
要
ご
す
る
の
で
ゐ
る
。
故
に
、
園
家
は

こ
の
保
護
政
策
に
よ
・
り
て
白
岡
曾
祉
の
勢
力
を
通
じ
て
、
コ
Y

アア

V

ン
旦
協
約
の
明
示
候
項
又
は
黙
約
の
上
に
、

-
そ
の
勢
力
を
及
ぽ
す
の
地
位
に
立
ち
、
之
に
加
盟
せ
る
自
国
曾
祉
を
以

τ、
園
家
の
直
接
間
接
の
後
援
の
下
に
あ

る
所
の
勢
外
貿
易
政
策
施
行
の
寅
質
上
の
一
機
関
だ
ら
し
め
ん

Z
す
る
の
が
、
こ
の
保
護
政
策
の
眼
目
で
あ
る
。

か
(
の
如
吉
見
方
よ
ち
す
れ
ば
、
図
家
の
海
運
業
者
に
謝
す
る
置
接
の
侭
護
政
策
は
、
纏
て
比
庭
に
謂
ム
所
の
一

ヨ
V

フア

V
V
J
1

に
劃
す
る
政
策
Z
云
ふ
意
味
を
有
も
得
る
こ
ぜ
に
な
る
o

只
、
従
来
の
直
接
保
護
政
策
は
、
搬

ね
、
車
じ
営
該
海
運
業
者
の
後
蓮
を
針
市
助
す
る
こ
芭
を
目
的
芭
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

コ
Y

ファ

v
y
z
に
濁
す

る
闘
係
の
如
き
は
計
劃
的
に
意
識
せ
ら
れ
て
居
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
定
期
般
事
業
に
於
け
る
ヨ
ン
プ
ア

V

v
z
な
る
も
の
、
重
要
が
盆
l
明
瞭
E
な
る
に
従
っ
て
、
直
接
保
護
政
策
は
次
第
仁
意
識
的
仁
も
ヨ
V

アア

V

Y

見
に
艶
す
る
政
策
た
る
の
色
彩
が
加
は
る
こ
古
、
な
っ
た

U

猫
逸
の
定
期
船
曾
祉
保
護
政
策
に
は
、
戦
前
よ
b
銑

海
運
脅
赴
田
保
護
と
梅
醤
同
盟
申
殿
督

前

叢

第
十
九
巻

(
第
三
捜

四

) 

三
四
九



請

叢

海
運
曾
枇
田
保
護
と
栂
運
同
盟
D
監
督

第
十
九
巻

(
第
三
競

四

) 

三
五

O

に
こ
の
色
彩
が
や
、
濃
厚
で
あ
っ
た
ご
考
へ
ら
れ
る
。

併
し
乍
ら
、
此
政
策
は
保
護
を
受
〈
る
舎
一
祉
を
し
て
、
コ
ン
フ
ア
V

Y

A

内
に
於
て
有
力
な
る
畿
言
権
を
有
す
る

の
地
位
を
占
む
る
こ

F
e得
し
む
る
を
以
て
、
目
的

εす
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
舎
枇
が
こ
の
地
位
を
占
め

得
る
に
至
れ
ば
、
そ
れ
に
て
巳
に
政
策
の
目
的
を
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
に
も
二
一
目
し
た
る
が
如
〈
、
岡
家
の

白
岡
定
期
舶
曾
祉
に
劃
す
る
如
何
な
る
命
令
も
持
た
如
何
な
る
監
督
も
、
そ
れ
が
賓
質
上
の
替
業
に
閲
す
る
も
の

そ
の
曾
祉
が
コ
ン
フ
ァ

v
y
z
内
に
於
て
有
力
な
る
地
位
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
到
底
貫
際

で
あ
る
限
り
は
、

に
行
は
れ
難
き
も
の
で
あ
る
o
此
政
策
は
、
即
も
こ
の
岡
家
の
定
期
般
曾
祉
に
劃
す
る
命
令
監
督
を
貫
放
あ
る
も

-
の
た
ら
し

U
る
の
基
礎
を
作
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
命
令
監
督
を
賞
致
ゐ
る
も
の
た
ら
し
む
る
の
基
礎
を
作

る
黙
に
の
み
毛
の
数
十
同
市
を
認
む
べ
き
も
の
で
ゐ
る
。

ヨ
ン
フ
ア

V

シ
ス
の
蓮
賃
叉
は
実
他
の
紬
営
業
方
針
に
劃
し
て

岡
家
の
勢
力
を
及
ぼ
す
こ
ご
は
、
此
政
策
に
よ
り
て
白
固
定
期
船
曾
赴
が
嘗
該
コ
ン
フ
ア

V

ン
ス
内
に
於
て
有
力

な
る
地
位
を
占
め
得
た
暁
に
於
て
、
真
に
比
政
策
Z
併
行
し
て
行
は
る
べ
き
他
の
政
策
の
任
務
ご
す
る
所
で
あ
る
。

か
(
て
、

こ
の
保
護
政
策
が
成
功
し
て
、
自
国
曾
枇
が
コ

y
フア
V

V

J

月
内
に
於
て
有
力
な
る
地
位
を
占
め
得

た
践
に
於
て
、
如
何
な
る
政
策
を
之
ご
併
行
し

τ施
す
が
最
も
適
嘗
で
あ
る
か
は
、
要
す
る
に
各
々
の
具
鵠
的
場

合
で
な
け
れ
ば
決
定
せ
ら
れ
な
い
問
題
で
、
そ
れ
は
閣
情
に
よ
り
て
も
異
h
、
嘗
該
航
路
に
於
け
る
貿
易
の
欺
態

ゃ
、
そ
こ
に
管
業
せ
る
外
因
曾
枇
の
勢
力
廊
係
等
に
よ
り
て
も
異
h
、
殊
に
白
園
曾
枇
の
蛍
該
コ

y
ファ

v
v
z



内
に
於
て
獲
得
し
得
た
役
割
の
如
何
百
最
も
多
〈
関
係
す
る
所
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
若
し
白
岡
曾
枇
が
、
ぞ
の

業
務
ご
す
る
所
の
定
期
般
事
業
主
る
も
の
は
困
民
経
済
の
稜
達
上
頗
る
重
要
説
す
べ
き
会
的
性
質
を
有
り
も
の
な

宅、
ー、. 

る
こ
正
に
奥
の
理
解
を
有
ち
、

そ
の
精
神
を
以
て
事
に
蛍
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
家
は
何
等
の
法
律
命
令
の

形
式
に
よ
ら
十
、
監
督
官
癒
Z
嘗
該
曾
枇
ご
の
令
議
を
一
以
て
、
運
賃
な
b
又
は
某
他
の
笹
業
方
針
な
り
を
決
定
せ

し
む
る
が
最
も
遁
蛍
で
あ
る
o

併
し
、
之
は
官
僚
的
行
政
形
式
ご
相
容
れ
争
、
又
曾
駐
の
利
己
的
管
業
記
も
相
容

れ
ぎ
る
所
で
あ
る
か
ら
、

一
般
的
政
策
正
し
て
は
固
よ
h
期
待
し
得
る
所
の
も
の
で
は
な
い
。
故
に
此
保
護
政
策

を
織
緩
す
る
聞
は
、

一
般
的
じ
は
保
護
に
謝
す
る
傑
件

zι
て、

一
定
事
項
に
閲
し
て
は
栓
督
官
藤
の
認
可
を
必

要
芭
す
る
制
度
を
併
行
す
る
の
外
は
な
い
で
ゐ
ら
う
。
而
し
て
如
何
な
る
事
柄
を
認
可
事
項
芭
す
る
か
及
び
そ
の

認
可
の
基
準
り
如
、
き
は
、
前
惑
の
如
〈
、
各
具
蝿
的
の
場
合
に
於
て
の
み
決
定
せ
ら
れ
得
る
所
で
あ
る
。

こ
の
保
護
政
策
に
関
聯
し
て
注
意
す
べ
き
事
柄
は
、
同
じ
保
護
政
策
Z
請
は
る
、
も
の
、
中
に
も
、
援
に
謂
ム

所
の
コ
ン
ア
ア

V

V

1

に
謝
す
る
政
策

t
L
て
自
園
海
蓮
業
者
を
保
護
す
る
の
趣
旨

z相
容
れ

5
る
政
策
の
あ
る

こ
t
で
あ
品
。
ぞ
れ
は
多
〈
間
接
保
護
政
策
に
属
す
る
も
の
で
ゐ
っ
て
、
例
~
ば
、
錨
道
賃
率
、
関
税
、
噸
税
、

港
税
、
水
先
案
内
料
、
運
河
通
航
料
、
俊
牽
枚
、
検
疫
費
等
に
闘
L
内
外
国
舶
を
差
別
的
に
取
扱
ふ
政
策
で
ゐ

る
。
か
く
の
如
き
政
策
は
、
外
園
般
に
不
利
盆
な
る
待
遇
を
奥
へ
、
そ
の
海
運
勢
務
の
生
産
費
十
一
自
国
船
よ
り
も

論

議

海
運
舎
位
白
保
護
と
海
運
同
盟
白
取
背

第
十
九
巻

(
第
三
視

四
三
)

五



論

叢

海
運
脅
一
世
田
保
護
と
海
運
同
盟
白
監
督

第
十
九
巻

(
第
三
競

四
四
)

= 
王

高
か
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
運
送
且
官
業
の
協
調
を
目
的
正
す
る
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
仁
掛
し
、
自
国
曾
一
祉
の

協
同
す
る
こ
Z
を
促
進
す
る
こ
吉
、
は
な
ら
な
い
で
、
寧
ろ
そ
の
協
同
せ
ん
さ
す
る
こ
古
に
劃
L
外
岡
曾
祉
の
反

戚
t
排
斥
Z
を
挑
車
置
す
る
の
傾
向
あ
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
白
園
海
運
業
者
を
L
て
コ
ン
ア
ア

V

V

ス
に
加
盟
せ

L
め
、
其
内
部
仁
一
於
て
有
力
な
る
地
位
を
獲
得
せ
し
め
ん
が
縛
め
に
‘
之
を
保
護
す
る
政
策
を
採
用
す
る
限
'
り

は
、
か

f
の
如
き
間
接
保
護
政
策
の
之
Z
併
行
し
て
行
は
る
、
こ
さ
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

最
後
に
、
悲
に
逃
ぺ
た
る
保
護
政
策
は
、
嘗
該
航
路
に
於
げ
る
雌
営
業
の
基
礎
が
薄
弱
な
る
が
錦
め
に
、

コ
ン
フ

ア
v
y
z
に
加
盟
し
得
，
さ
る
か
、
若
し
〈
は
巳
に
加
斑
L
居
る
も
有
力
な
る
地
位
を
占
む
る
に
至
ら
ぎ
る
か
、
品
副

れ
か
の
朕
態
に
在
る
定
期
般
曾
祉
を
し
て
之
に
加
鼠
せ
し
め
、
且
っ
そ
の
内
部
に
於
て
有
力
な
る
地
位
を
占
む
る

こ
Z
を
得
L
h
u
る
を
以
て
目
的
ご
す
晶
、
も
の
で
あ
る
か
ら
、
縦
ひ
そ
の
曾
枇
が
嘗
該
コ
ン
フ
ァ

ν
y
A
内
に
於

て
有
力
な
る
地
位
を
占
む
る
仁
至
っ
た
後
で
も
、
こ
の
地
位
争
維
持
す
る
が
匁
め
に
園
家
の
保
護
を
必
要
ご
す
る

限
り
は
、
そ
の
保
護
を
総
績
す
る
の
必
要
あ
る
は
勿
論
の
事
柄
で
あ
る
け
れ
左
も
、
そ
の
航
路
の
轡
業
の
基
礎
既

に
固
ま
り
で
、
園
家
の
保
設
な
(
吉
も
、

ヨ
ン
フ
ア

V

ン
ス
内
に
於
て
依
然
有
力
芯
る
地
位
を
維
持
し
得
る
に
至

つ
花
な
ら
ば
、
此
保
護
政
策
は
常
然
厳
止
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

ヲ
ン
フ
ァ
レ
ン
旦
内
に
於

て
有
力
な
る
地
位
を
占
め
て
居
る
芭
云
ふ
こ
芭
が
、
国
家
の
保
護
の
存
在
に
懸
h
、

』
の
保
護
な
〈
ば
、
自
己
の

且
官
業
基
礎
・
た
り
で
は
そ
の
地
位
を
失
墜
す
る
庭
あ
る
聞
の
み
、
こ
の
保
護
政
策
が
施
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
叉



此
保
護
政
策
は
、
曾
祉
を
保
護
す
る
の
で
は
ゐ
る
が
、
併
し
曾
一
肱
の
管
業
一
般
を
保
護
す
る
の
で
は
な
〈
て
、
或

特
定
航
絡
に
於
り
る
替
業
を
ヨ
ン
フ
ア

V

V

R

に
謝
す
る
関
係
に
於
て
保
護
す
る
の
で
あ
る
o
故
に
、
こ
の
保
護

を
檎
療
す
る
の
必
要
、
又
は
、
之
を
廃
止
す
る
の
遁
否
は
、
各
航
路
の
妖
践
に
よ
り
て
決
定
せ
ら
る
ぺ
き
も
の

で
、
従
っ
て
、

一
つ
の
航
路
に
於
て
は
既
に
之
を
厳
止
す
る
方
が
遁
嘗
ご
な
っ
た
場
合
に
も
、
同
じ
曾
祉
の
他
の

航
路
に
於
て
は
倫
之
を
繕
績
す
る
の
必
要
な
る
こ
さ
唱
る
は
言
ふ
迄
も
な
い
。
併
し
乍
ら
、
曾
枇
の
替
業
全
般
の

基
礎
が
腕
に
回
っ

τ、
或
航
路

rけ
の
管
業
妹
態

rり
を
見
れ
ば
、
国
家
の
保
護
を
離
れ
て
は
コ

y
フ
ア
レ
Y

ス

内
に
於
り
る
有
力
な
る
地
位
を
失
墜
す
る
虞
ゐ
る
り
れ
ど
も
、
他
の
航
路
に
於
り
る
替
業
利
盆
を
以
て
優
に
そ
の

航
路
の
管
業
基
礎
を
輩
固
な
ら
し
め
得
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

炉
、
る
曾
祉
に
劃
し
て
は
、
此
保
護
政
策
は
叉

会
〈
康
止
す
ぺ
き
も
の
で
ゐ
る
o

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
一
般
的
監
督

ヲ

V

プア

V

Y

R

の
一
般
的
事
業
を
監
督
す
る
所
の
園
家
機
闘
を
設
り
、
之
に
よ
ら
て
そ
の
弊
害
を
防
止
す
る

芭
云
ふ
方
法
も
亦
、
明
ら
か
じ
コ

y

フア

V
日

J

Z

に
罰
す
る
一
つ
の
政
策
で
め
る
。
併
し
乍
ら
、
前
に
も
崎
地
べ
た

る
が
如
〈
、

コ
Y

フア

V

V

A

の
一
般
的
事
業
を
監
督
す
る
ご
云
ふ
ニ
芭
は
、

コ
Y

ファ

v
y
旦
に
閲
す
る
事

項
に
つ
い
て
J

白
園
曾
枇
井
ぴ
に
自
国
関
係
航
践
に
就
役
す
る
外
国
曾
祉
を
監
督
す
る
こ
正
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ

論

叢

梅
蓮
合
位
。
保
護
主
海
運
同
盟
申
監
督

第
十
九
春

へ
第
三
貌

四
五
)

三
五
三



論

叢

市
連
合
祉
の
保
護
と
い
海
運
同
盟
の
監
督

第
十
九
巻

(
第
三
組

岡
山
ハ
)

五
回

る。
抑
も
コ
ン
フ
ア

V

Y

1

問
題
に
つ
い
て
利
害
の
関
係
を
有
つ
も
の
は
、
国
家
主
制
主

t
海
運
業
者
ご
の
=
一
者
で

あ
る

d

荷
主
は
此
場
合
に
於
て
は
製
造
業
者
J

商
人
及
消
費
岩
を
代
表
す
る
も
の
ご
認
め

τ大
僅
差
問
は
な
い
切
。

而
し
て
国
家
、
荷
主
、
海
蓮
業
者
の
三
者
は
、
海
外
貿
易
古
海
運
の
後
展
に
つ
い
て
、
会
館
ご
じ
て
は
、
固
よ
hJ

そ
の
利
害
を
同
じ
〈
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
貿
易
も
海
蓮
も
替
利
事
業
ご
し
て
行
は
る
、
限
与
、
海
運
業
者
の

組
織
す
る
コ
ン
フ
ア

v
y
z
の
管
業
政
策
が
、
荷
主
の
利
害
ご
相
反
す
る
場
令
が
起
h
、
園
民
経
済
全
般
の
利
害

ご
相
背
馳
す
る
場
合
も
起
る
。
之
に
劃
し
て
は
、
岡
家
は
、

か
、
る
場
合
を
一
般
的
に
致
想

L
、
国
民
経
済
全
般

の
利
盆
の
保
護
井
ぴ
に
嘗
覇
者
の
利
害
の
調
和
の
潟
め
に
、

コ
Y

フア

V

ン
旦
監
督
政
策
ご
し
て
、
立
法
的
手
段

に
恕
へ
る

-
-
Z
も
出
来
る
の
で
あ
る
が
、

コ
ン
ブ
ア

V

Y

A

の
笹
業
政
策
な
る
も
の
は
、
貿
易
の
奴
況
三
滑
蓮
の

事
情
Z
に
感
じ
て
定
め
ら
る
、
も
の
で
、
而

L
て
貿
易
や
海
運
の
紋
況
は
各
航
路
に
よ
ち
て
そ
れ
J

ヘ異
h
、
叉

麗
E
そ
の
妹
態
に
畿
化
を
来
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
劃
一
的
正
な
り
固
定
的
Z
な
る
所
ゆ
一
般
預
想
的
立
法
を
以

て、

コン

7
ァ

V

Y

月
に
費
す
る
監
督
を
規
定
す
る
は
、
必
中
し
も
池
宮
な
る
も
の
で
は
な
い
。
故
に
貿
易
や
海

蓮
の
賞
放
に
通
臆
す
る
所
の
監
督
政
策
ご
し
て
は
、
成
る
べ
く
立
法
的
手
段
に
麹
う
る
こ
E
を
避
り
て
、
各
ー
の

具
陸
的
場
人
口
に
営
っ
て
適
切
な
る
蕗
置
を
芭
る
を
以
て
寧
ろ
可
な
り
ざ
す
る
。
こ
の
趣
旨
に
よ
h
て
生
品
、
も
mr

が
、
ニ
の
一
般
的
監
督
制
度
で
あ
る
。



コ
ン
ア
ア

V

V

ス
の
事
業
を
監
督
す
る
芭
言
っ
て
も
、
必
宇
し
も
国
家
が
積
極
的
に
線
て
の
事
項
に
直
接
干
渉

す
べ
き
で
は
な
い
。
か
〈
の
如
き
監
督
は
、
貿
易
及
び
海
運
の
後
展
を
却
っ
て
阻
害
す
る
こ
吉
、
も
な
る
。
而
も

之
を
大
局
よ
り
観
察
す
れ
ば
、
荷
主
Z
海
運
業
者
ご
の
刺
害
が
一
致
す
る
場
合
は
、
ヌ
大
鐘
に
於
4
L

岡
民
経
憐
上

よ
h
見
る
も
何
等
の
不
利
な
き
場
合
で
あ
り
、
荷
主
吉
海
運
業
者
Z
の
聞
に
利
害
の
衝
突
が
起
る
場
合
に
は
、
彼

等
の
聞
に
何
等
か
の
『
問
題
」
が
起
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
は
印
ち
此
場
合
に
嘗
該
事
情
の
調
査
を
な
し
、
賞
事
者

の
利
害
を
調
和
せ

L
む
れ
ば
、
国
民
経
済
全
般
の
利
盆
も
亦
従
っ
て
保
護
す
る
こ

Z
が
出
来
る
。
故
に
、
園
家
は

嘗
事
者
の
間
に
『
問
題
』
が
起
り
た
る
場
合
に
、
そ
の
『
問
題
』
の
真
相
を
調
査
し
、
官
事
者
の
聞
に
調
停
の
叫
す
を
t

h
、
又
は
嘗
事
者
の
請
求
に
よ
り
仲
裁
の
局
に
営
る
を
可
な
り
ご
す
る
o

然
る
に
叉
、
今
日
の
賓
情
に
於
て
は
、
海
運
業
者
は
コ
ン
フ
ァ

V

ン
λ

を
組
織
し
て
閤
僅
的
勢
力
を
有
す
る
に

拘
は
ら
す
、
荷
主
は
一
般
的
に
は
未
だ
彼
等
の
聞
に
何
等
の
聯
絡
を
有
せ
宇
、
各
I
孤
立
的
地
位
に
あ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
荷
主
玉
砕
蓮
業
者
ご
の
聞
に
質
際
上
利
害
の
衝
突
の
あ
る
場
合
に
於
て
も
、
荷
宅
は
海
運
業
者
の
勢

カ
に
座
せ
ら
れ
て
、

そ
れ
が
「
問
題
』
ご
し
て
表
は
れ

F
る
こ
ご
も
あ
る
。
故
に
、
園
家
は
叉
、

ヨ

Y

アァ

v

y
ス

の
運
賃
政
策
又
は
其
他
の
替
業
政
策
が
図
民
経
済
全
般
の
刺
盆
に
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
の
農
あ
り
ご
若
倣
す

場
合
じ
は
、
自
ら
積
極
的
に
事
情
の
調
査
を
な

L
、
必
要
ご
認
む
る
な
ら
ば
、
之
に
劉
し
通
嘗
な
る
方
法
に
よ
b

て
中
断
を
な
さ
ね
ば
な
ら
白
。
か
〈
て
コ
ン
フ
ア

V

V

ス
仁
劃
す
る
一
般
的
監
督
制
度
は
、
調
停
・
仲
裁
、
干
渉

輯

叢

海
運
脅
祉
の
保
護
主
海
運
同
盟
の
監
督

第
十
九
巻

(
第
三
駿

凹
士
)

三
五
五



論

讃

海
運
含
枇
白
保
護
と
海
運
同
盟
白
監
督

第
十
九
巻

(
第
三
披

四
八
)

三
五
六

の
三
者
よ
h
成
る
言
言
ふ
こ
芭
が
出
来
る
。

而
し
て
、

ニ
の
調
停
、
仲
裁
、
干
渉
を
な
す
が
縛
め
に
は
、
貿
易
古
海
運
正
の
賞
際
の
事
情
に
精
通
し
、
荷
主

さ
海
運
業
者
ご
の
関
係
を
了
解

L
、
彼
等
の
聞
に
問
題
が
生
じ
た
る
ご
き
に
は
、
之
を
調
査
し
て
諮
嘗
な
る
監
督

的
虞
置
を
ご
h
J
得
る
所
の
機
関
が
な
り
ね
ば
な
ら
凶
。
こ
の
監
督
機
闘
を
猫
立
の
組
織
を
有
つ
も
の
ご
す
る
か
、

叉
は
閥
係
行
政
官
膳
の
一
部
正
す
る
か
は
、
政
策
の
本
質
上
重
要
な
る
問
題
で
は
な
〈
、
主
ご
し
て
園
情
吉
行
政

組
織
Z
に
よ
り
て
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

一
九

O
六
!
九
年
の
英
吉
利
海
運
同
盟
効
定
調
査
委
員
曾
が
、

ヨ
ン
ア
ア
レ
ン
旦
の
監
督
方
法
ざ
し
て
考
案
し

た
る
制
度
も
、
前
述
の
調
停
・
仲
裁
、
干
渉
よ
り
成
る
も
の
で
、
而
し
て
商
務
院
(
回
自
三
。
『

4
E品
。
)
を
以
て

こ
の
監
督
機
関
Z
な
吉
ん

Z
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
そ
の
制
度
は
コ
ン
ブ
ァ
V

ン
λ

に
謝
立
す
る
所
の
組

舎
が
荷
主
側
に
於
て
成
立
す
る
こ
さ
を
前
提
ご
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

-
』
の
荷
主
側
の
組
合
ご
コ
ン

7

ァ
v
y
I
E
の
協
商
に
よ
り
て
解
決
す
べ
き
も
の

Z
L、
雨
者
に
於

ヨ
Y

アア

V

Y

Z

に
閲
す
る
問
題
は
、
原

則
t
し
て
、

て
妥
協
が
成
立
せ

F
る
場
合
に
、
初
回
て
商
務
院
が
調
停
又
は
仲
裁
に
つ
い
て
行
動
す
べ
き
も
の
さ
し
て
居
る
o

今
、
該
委
員
曾
の
多
数
意
見
書
に
よ
れ
ば
、
荷
主
組
合
ご
コ

Y

フア

V

V

Z

ご
の
係
争
問
題
に
つ
い
て
、
双
方
の

妥
協
に
よ
り
て
解
決
し
得
な
い
場
合
が
起
っ
た
ご
き
に
は
、
『
鴬
事
者
一
方
の
詩
求
に
基
量
、

妥
協
に
よ
る
解
決



を
促
進
す
る

蛍
る
所

ーの
人或
ヌー
は人
数又
人は
の数
仲人
裁を
人還
を任
惑す
任 z
す権
高飽
の片
穣』

塵冨
吉事
:r者
、 双

商方
才葺 の
院請
に求
奥に
へ基
τ き

調係
停宰
及問
ぴ題

を
解
決
す
る
矯
め
仁
、

仲
裁
を
な
き
し
め
、
且
つ

「
商
務
院
が
、
園
民
の
又
は
帝
国
の
重
大
な
る
刺
盆
が
影
響
せ
ら
晶
、
正
信
十
る
に
十

分
な
る
理
由
を
有
つ
所
の
事
柄
』
に
し
て
、
荷
主
ご
コ
V

ア
ァ

v
y
ス
ご
の
協
議
に
よ

h
て
解
決
す
る
の
望
み
な

き
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
商
務
院
は
一
人
又
は
数
人
を
選
任
し
て
之
を
研
究
報
告
せ
し
む
る
の
権
諮
を
有
す
る
も

の
ご
し
、
そ
の
研
集
を
商
務
院
が
審
査

L
た
る
上
、
必
要
ゐ
h
t
認
む
る
ご
き
は
、
之
を
議
舎
に
提
附
す
る
こ
ご

Z
し
ゃ
う
Z
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
此
案
に
於
て
は
、
調
停
正
仲
裁
さ
に
つ
い
て
も
商
務
院
が
自
ら
そ
の
局
に
嘗

る
の
で
は
な
〈
て
、
そ
の
局
に
蛍
る
も
の
を
選
任
す
る
の
権
能
を
有
う
も
の
で
あ
h
・
干
渉
仁
つ
い
て
も
、
商
務

院
は
寧
に
事
情
の
調
査
に
嘗
る
も
の
を
選
任
す
る
権
能
が
あ
る
・
た
り
で
、
議
曾
が
毛
の
調
査
の
報
告
仁
基
い
て
、

必
要
Z
認
む
る
な
ら
ば
、
遁
嘗
な
る
干
渉
的
慮
置
を
ご
る
こ
ご
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
、
商
務
院
が
議
曾
の
干
沙
的
廃
置
の
準
備
ご
し
て
調
査
報
告
す
べ
き
事
件
は
、
多
数
意
見
書
に
従
へ

ば
、
『
英
吉
利
の
貿
易
を
阻
害
す
る
こ
Z
に
よ
h
、
又
は
英
吉
利
の
販
路
が
多
少
永
久
的
に
他
国
に
奪
は
晶
、
ニ

芭
に
よ
り
、
会
の
利
盆
が
著
し
〈
影
響
せ
ら
る
、
場
合
」
に
限
る
の
で
あ
っ
て
、
車
に
『
賃
率
が
あ
ま
h
に
高
い
』

ぜ
か
、
『
不
嘗
で
あ
る
」
ご
か
、
叉
は
「
一
時
的
な
る
運
賃
戦
の
矯
め
に
英
吉
利
か
ら
の
賃
率
が
外
岡
か
ら
の
よ
り

一Z
っ
た
風
の
も
の
で
あ
っ

τは
な
ら
な
い
Z
云
ふ
の
で
の
る
。
但
し
此
貼
に
関
し
少
数
意
見
書

も
守
両
い
」
ご
か
、

論

震

E 
-[; 

海
運
曾
世
田
保
護
左
海
運
同
盟
田
監
督

第
十
九
巻

四
九
) 

(
第
三
蹴

Report of the Royal Commission on Shipping Rings， Vol. 1. 1). 2). S). 
p. 89. 



論

海
謹
曾
祉
由
保
護
と
師
連
同
盟
の
監
督

第
十
九
悌

{
第
三
硯

五
O
)

一一一一且
λ

叢

は
多
少
異
る
見
解
を
ご
り
、
商
務
院
が
嘗
事
者
の
係
守
問
題
に
立
入
っ
て
調
査
報
告
す
ぺ
き
事
件
を
、
前
越
の
多

る数
調意
査見

苦雪
を主日
異〈

42量
買民

" ?元
~は

長宮
の T

雲量
を fE
昏 2
3E 矛IJ
3 盆
ニiJ;

実緊
"で
さ L
Z る

議よ
そ i

b 

且に
つの
多み
敷限
意定
見す
書れ
の l;f
宜日
〈か、、

賃
容
が
『
徐
ち
に
高
い
1

」
ご
か
「
不
蛍
で
あ
る
」
己
か
一
式
ふ
が
如
き
苦
情
を
本
ご
す
る
事
件
を
除
外
す
る
こ
ご
も
亦
望

ま
し
か
ら
肉
こ
吉
、
な
し
、
『
商
務
院
は
、
重
大
な
る
訟
の
利
盆
1
i消
費
者
及
び
生
産
者
の
利
盆
を
合
む
1
1

力支

ヨ

V

7

ア
V

ン
旦
の
行
動
に
よ
り
て
影
響
せ
ら
る
ご
認
む
る
場
合
に
は
、
詮
擦
の
蒐
集
及
び
書
類
の
作
成
仁

闘
し
、
完
全
な
る
権
能
を
以

τ、
調
査
を
命
守
る
の
自
由
あ
る
も
の
』

Z
し
、
調
査
事
項
の
決
定
は
全
然
商
務
院

に
任
す
が
よ
い
ご
主
張
し
て
居
る
。
而

L
て
、
そ
の
調
査
の
結
果
た
る
報
告
も
、
多
数
意
見
書
は
、
商
務
院
に
於

て
之
を
議
舎
に
提
出
す
る
や
否
や
を
決
す
べ
き
も
の
ご
す
る
に
反
し
、
少
数
意
見
書
は
、
必
や
之
を
議
曾
に
提
出

す
a

へ
き
も
の
ど
す
る
こ
ご
を
提
案
し
て
居
る
。

か
〈
の
如
〈
、
勅
定
委
員
曾
の
提
案
に
於
て
は
、
多
数
意
見
も
少
数
意
見
も
共
に
、
商
務
院
砕
以
て

コ
Y

フ
ァ

レ
ン
ス
の
監
督
機
関
Z
な
し
、
干
渉
の
必
要
ゐ
る
場
合
に
は
議
曾
を
し
正
之
に
嘗
ら
し
む
る
一
』
吉
、
す
る
の
で
ゐ

る
か
ら
、
此
等
の
機
闘
を
し
て
常
に
コ

Y

アア

V

Y

ス
の
事
情
吉
行
動
ご
に
通
暁
せ
し
め
ん
が
鋳
め
に
、

一
定
の

書
類
を
商
務
院
又
は
議
舎
に
届
出
づ
る
の
制
度
を
さ
ら
ん
こ
ご
を
併
せ
建
議
し
て
居
る
。
即
ち
多
数
意
見
書
に
よ

れ
ば
、
『
蓮
賃
延
艮
制
を
採
用
し
1
居
る
コ
ン
ブ
ア

V

V

A

は
、
イ
総
て
の
コ
ン
ブ
ア

v
y
λ

契
約
、
並
び
仁
コ

ibid. Vol. 1. p. I16. 1)， 2)， 



ン
ア
ア

V

Y

旦
に
加
盟
し
居
ら
古
る
外
岡
曾
枇
吉
の
明
約
又
は
黙
約
、
ロ
纏
て
の
運
賃
延
戻
通
牒
及
び
延
艮
請
求

に
関
す
る
書
式
、
戸
商
務
院
仁
ょ
。
て
認
可
せ
ら
れ
た
る
商
人
側
の
又
は
荷
主
側
の
組
合
Z
締
結
し
た
る
契
約
等

は
、
あ
h
の
僅
に
之
を
商
務
院
に
届
出
づ
る
こ
子
笠
袋
求
せ
ら
る
べ
き
も
の
」
己
な
L
、
少
数
意
見
書
に
よ
れ
ば
、

「
議
曾
を
し

τ
ヨ
ン
ア
ア

ν
y
z
組
織
の
行
動
及
び
謙
達
に
つ
き
機
曾
め
る
毎
仁
之
官
了
解
し
、
且
つ
常
に
之
古

接
鯛
eT
保
も
得
し
め
ん
が
矯
め
に
、

コ
ン
ブ
ア
V

ン
ス
に
闘
す
る
報
告
、
総
て
の
コ
ン
フ
ァ

v
y
λ

契
約
及
び
多

数
意
見
書
の
要
求
す
る
美
他
の
書
式
、
並
び
に
ロ
V

アア

V

V

1

勢
力
範
園
の
延
長
又
は
詩
型
一
具
、

コ

V

プ
ア

V
ン

ス
の
合
同
、
運
賃
延
炭
制
の
候
項

ω愛
真
、
英
古
ロ
利
又
は
植
民
地
よ
り
の
後
航
地
の
鑓
夏
等
は
、
総
て
毎
年
之
を

議
舎
に
屑
出
づ
べ
き
も
の
ご
す
る
」
こ
ご
を
提
案

Lτ
居
る
。

ド
相
に
遮
べ
た
る
勅
定
委
員
舎
の
監
督
制
度
は
、
書
類
の
届
出
に
閲
す
る
も
の
は
別
ご
し

τ、
を
の
調
停
、
仲
裁
、

干
渉
等
は
纏
て
、
前
に
、
過
ぺ
た
る
が
如
〈
、
荷
主
側
の
組
合
の
成
立
を
前
提
ご
し
て
居
る
も
の
で
あ
っ
て
、
此

組
合
が
成
立
の
後
に
於
て
、
そ
れ
ご
コ
ン
ア
ア
V

ン
ス
さ
の
協
商
に
よ
り
て
利
害
の
妥
協
が
成
立
せ

F
る
場
合
に

初
め
て
、
此
監
督
行
政
が
行
は
る
、
こ
ご
、
す
る
の
案
で
あ
る
o

然
る
に
者

τ述
べ
た
る
が
如
〈
、
此
の
荷
主
側

の
組
合
は
、
勅
定
委
員
曾
が
最
も
熱
心
に
そ
の
設
立
を
勧
告
し
た
る
に
拘
は
ら
守
主
(
後
も
僅
に
一
一
一
-
一
成
立
し
た
だ

け
で
あ
っ
党
か
ら
、
効
定
委
員
曾
提
案
の
こ
の
監
督
制
度
は
、
未
に
賞
際
に
行
は
る
、
に
至
っ
て
居
な
い
o

併
し

英
首
利
は
、
過
般
の
大
戦
後
、
帝
国
軍
事
曾
議
(
吉
宮
江
巳
当
日
の

S
E
2
2
)
の
決
議
に
基
吉
、

一
九
二

O
年

論

護

海
運
骨
社
D
保
護
と
海
運
同
盟
田
監
督

第
十
九
答

(
第
三
披

三
五
九

E 

) 

~?!~. Vo~. 1. p.，89 
ibid. Vol. 1. p. 116 
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論

議

(
第
三
披

O 

宜

) 

海
運
骨
祉
の
保
護
と
海
運
同
盟
由
席
督

第
十
九
巻

に
帝
国
海
運
委
員
曾

(HE胃
E
-
m
E
3山
口
問

P
E
E一
拝
見
)
な
る
も
の
を
設
け
、
之
に
『
帝
園
内
の
貿
易
に
閲
す
る

海
上
運
賃
、
海
運
施
設
及
び
海
運
事
情
に
就
い
て
、
利
害
関
係
者
の
苦
情
、
井
ぴ
に
指
定
官
憲
よ
b
提
出
せ
ら
れ

た
る
同
じ
性
質
の
問
題
を
研
究
し
、
其
決
議
を
蛍
該
政
廊
に
報
告
す
る
』
の
権
能
を
奥
う
る
こ
ご
じ
し
た
か
ら
、

帝
圏
内
の
貿
易
に
閲
す
る
範
圏
内
に
於
て
は
、

ヨ

Y

プア

V

Y

1

の
事
業
に
閲
す
る
監
督
は
、
間
接
に
此
委
員
曾

に
於
て
行
は
る
る
こ
ご
に
な
っ
て
居
る
。
而
し
て
こ
の
委
員
曾
が
、
既
に
、
運
賃
に
閲
し
て
は
、
新
西
蘭
土
政
府

の
妥
求
に
某
き
て
コ
ン

7
ア
V

V

R

賃
率
の
調
査
を
な
し
、
運
賃
延
戻
制
の
弊
害
に
「
い
て
は
、
濠
洲
政
府
の
要

求
に
よ
り
て
其
調
査
を
な
す
さ
共
に
、
其
矯
正
方
法
を
も
呈
示
し
た
る
は
嘗
て
逃
守
へ
た
る
が
如
(
で
あ
る
o

併
し

乍
ら
、
こ
の
委
員
舎
は
、
言
は
い
一
時
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
海
蓮
問
題
に
閲
じ
之
さ
略
ぽ
同
様
の
性
質
を
有

つ
所
の
永
久
的
な
る
機
闘
を
設
〈
ぺ
き
ニ
ご
を
、
こ
の
委
員
曾
は
真
に
要
求
し
て
居
る
。

北
米
合
衆
国
に
於
て
は
、

コ
ン
ア
ア

V

Y

ス
の
監
督
機
閉
ざ
し
て
は
、
般
舶
院

(
m
Z
3
E四
回

E
E
)
が
之
に

嘗
っ
て
居
る
。
而
し
て
、
般
舶
院
の

コ
Y

プア

v
y
z
に
謝
す
る
監
督
の
権
限
及
び
方
法
は
、

一
九
一
六
年
の

印
}
回
目
百
日
比
口
問
〉
♀
吉
、

一
九
二

O
年
の
冨
m
R
E
E
冨
防
止
宮
〉
且
古
に
於
て
規
定
せ
ら
れ
て
居
る
。

今
之
に
よ
れ
ば
、
般
舶
院
は
先
づ
コ
ン
ブ
ア

v
y
λ

契
約
の
内
容
を
監
督
す
る
ニ
ご
に
な
っ
て
居
る
。
的
も
海

蓬
業
者
聞
に
『
貨
物
賃
率
放
客
運
賃
の
決
定
又
は
調
節
、
特
別
の
貸
率
便
宜
特
典
又
は
利
益
の
授
受
、
競
守
の
制

Report on the Work. of the Imperial Shipping Committe::e， J923. p. 3・
Report of the Imperial Shipping Commiftee on Rates of Freight -in -the 
New ZeaJand Trade， 192I 
Interim Report on the Deferred Rebate System as obtaining in the Tra-
de betweetj the United Kingdom and Australia. 1921. Final Report 
~~ the D~e(err~d Rel;la_te _?yst~m ， .!923 
Report of tl)e Imperial ShippinK Com~itt~e on _the. Fu~ctiQ~s and Con-
stifutions of a permanent frnper日 l且odyfor ::5hipping Questions， 1921. 

1) 
2) 

4) 



限
調
節
防
止
叉
は
破
壊
、
利
盆
損
失
又
は
蓮
迭
の
合
同
計
算
若
し
く
は
割
嘗
て
、
港
の
割
嘗
て
、
諸
港
間
航
海
の

回
数
又
は
性
質
の
制
限
若
じ
〈
は
其
他
の
方
法
に
よ
る
調
節
、
轍
怠
貨
物
又
は
族
客
の
数
量
又
は
性
質
の
限
定
着

じ
〈
は
調
節
、
立
(
他
如
何
な
る
方
法
に
よ
る
を
問
は
宇
排
他
的
特
恵
的
又
は
協
同
的
な
る
経
倍
、
を
内
容
ご
す
る

契
約
(
〉
匂
耳
目
自
古
)
」
を
締
結
し
修
正
し
又
は
解
除
仁
た
る
場
合
に
は
、
其
契
約
の
賞
事
者
た
る
も
の
、
井
び
に

其
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
内
容
に
準
抽
出
し
て
管
業
を
な
す
も
の
は
、
直
も
に
該
契
約
書
の
官
押
し
を
船
舶
院
に
届

出
づ
る
義
務
あ
り
、
若
し
叉
号
の
契
約
が
口
頭
の
も
の
な
る
工
き
は
、
そ
の
異
質
に
し
て
完
全
な
る
覚
書
を
届
出

づ
る
義
務
あ
る
も
の
ご
し
て
居
る
。
而
じ
て
情
念
の
潟
め
に
、
惑
に
謂
ふ
〉
明
日
目

g
z
z一
五
ふ
の
は
、

己
自
己
百
四
p
n
S
F月

R
F
自
白
。
門
『
耳
耳
目
ロ

mmEgzを
合
む
も
の
で
あ
る
己
規
定
し
て
あ
る
。

ロ
ロ
品
目
a

舶
舶
院
が
右
の
屑
出
を
受
け
た
る
Z
き
に
、
若
じ
そ
の
契
約
そ
の
修
正
若
し
〈
は
そ
の
解
除
炉
、
蓮
設
業
者
、

荷
主
、
輪
出
業
者
、
総
入
業
者
又
は
港
の
或
も
の
に
品
到
し
、
又
は
ん
官
衆
園
よ
h
，
の
輪
出
業
者
ご
ヲ
ぞ
の
外
国

ω競
争

者
Z
の
間
に
、
不
嘗
に
差
別
的
取
扱
を
な
す
こ
正
、
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
叉
は
不
R

公
平
な
る
結
果
を
賛
ら
す
も

の
で
あ
る
こ
さ
を
費
見
し
た
る
場
合
、
若

L
f
は
合
衆
闘
の
商
業
を
損
害
す
る
こ
正
、
な
h
、
叉
は
商
船
法
の
規

定
に
違
反
す
る
も
の
な
る
こ
さ
を
後
見
し
た
あ
場
令
に
は
、
既
に
認
可
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
ぜ
否

E
を
問
は

令
、
そ
の
認
可
を
拒
否
[
、
叉
は
契
約
の
修
正
若
し
〈
は
農
薬
密
命
す
る
こ
正
が
出
来
る
。
併
し
乍
ら
、
右
の
如

き
故
障
の
な
き
場
令
に
は
、
届
出
で
ら
れ
た
る
一
切
の
契
約
は
之
を
認
可
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
古
に
な
っ
て
居
る
。

五
コ
一
)
三
大
一

諭

草草

第
十
九
巻

(第一-一班

悔
運
命
祉
の
保
護
と
再
選
同
盟
の
監
督

Shipping Act， Sec. 15 1) 



論

海
運
合
世
白
慢
護
L
C

海
運
同
盟
白
監
督

五
四
)

か
f
て
、
認
可
せ
ら
れ
た
る
契
約
は
、
そ
の
認
可
の
時
よ
り
認
可
の
致
力
の
繕
鎖
す
る
問
は
、
合
法
的
の
も
の
ご

叢

第
十
九
巻

(
第
一
ニ
競

プt

認
め
ら
志
、
が
、
認
可
の
以
前
及
不
認
可
の
以
後
に
於
て
、
そ
の
契
約
、
そ
の
修
正
、
又
は
そ
の
解
除
を
直
接
叉

は
間
接
に
全
部
又
は
一
部
履
行
す
る
こ
ご
は
不
法
の
行
潟
Z
せ
ら
れ
、
そ
の
行
震
の
纏
緩
す
る
期
間
一
日
に
つ
き

一
千
弗

ω罰
金
が
課
せ
ら
れ
る
。
但

L
般
加
院
設
立
常
時
既
に
存
在
せ
る
契
約
は
、
不
認
可
が
決
定
せ
ら
れ
る
ま

ぞ
の
ま
、
合
法
的
な
る
も
の
ご
し
て
取
扱
は
れ
る
o

か
ぐ
て
認
可
せ
ら
れ
た
る
総

τの
つ
ン

7
ァ

v
y
z

契
約
は
、
会
治
的
な
る
も
の
ご
し
て
取
扱
は
れ
る
結
果
ご
し
て
、
合
同
禁
止
法
の
遁
用
範
囲
外
に
置
か
る
、
こ
ご

も
叉
特
に
規
定
せ
ら
れ
で
あ
る
。

で
は
、般

舶
院
は
右
の
如
〈
コ
ン
フ
ア

V

ン
月
契
約
の
内
容
を
監
督
す
る
権
龍
を
有
す
る
正
共
に
、
『
特
定
の
貿
易
若

L
〈
は
航
路
仁
一
於
け
る
ご
、
又
は
一
般
通
商
に
於
け
る
E
e
伊
問
は
中
、

外
国
般
納
の
所
有
者
経
傍
若
叉
は

代
理
人
:
;
:
-
に
よ
b
τ
行
は
る
、
競
争
的
手
段
又
は
慣
行
に
よ
り
て
〔
合
衆
国
の
〕
卦
外
貿
易
に
於
け
る
海
運
が

一
般
的
に
又
は
特
殊
的
に
不
利
盆
な
る
放
態
に
置
か
れ
た
る
ご
き
は
、
之
を
調
節
し
又
は
之
に
潤
臆
す
る
斜
め

に
、
法
律
に
紙
燭
せ

F
る
範
囲
内
に
於
て
、
劃
外
貿
易
に
於
け
る
海
運
に
闘
し
、
規
則
及
び
規
定
を
制
定
す
る
の

機
能
ご
職
務
芭
を
有
つ

τ居
F
』
。
故
に
船
舶
院
は
、
外
因
海
運
業
着
の
加
盟
せ
る
コ

V

アア

V

Y

1

に
謝

L
、

合
衆
闘
の
海
運
吉
貿
易
ご
の
利
盆
ヤ
保
護
す
る
縛
め
に
、
必
要
な
る
規
則
を
作
っ
て
干
渉
を
な
す
こ
ご
が
出
来

る
o 

Sherman Anti-trust Act of r89J; Wi]son Taτiff Act of 1894; 

Shipping Act， Sec. 15 

Merchant Marine Act， Sec. 19， (1)， (6). 
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又
、
合
衆
闘
に
於
て
は
、
蓮
賃
延
反
制
、
競
守
撃
退
舶
、
荷
主
に
謝
す
る
報
復
及
び
差
別
的
待
遇
を
不
法
ご
し

て
禁
止
し
て
居
h
、
且
っ
か
、
る
手
段
を
採
用
す
ろ
所
の
コ
ン
ア
ア

v
y
λ

に
加
盟
せ
る
も
の
、
帰
舶
は
、

A
ロ衆

岡
港
湾
に
入
港
す
る
こ
ご
を
禁
止
す
る
こ
ご
に
な
っ
て
居
つ

τ、
而
し
て
か
、
る
違
反
事
件
の
有
無
は
、
船
舶
院

が
之
を
監
督
す
る
-
】
ま
に
な
っ
て
居
る
o

視b

右
に
神
地
べ
た
る
監
督
制
度
の
中
で
、

コ
ン
プ
ァ

ν
ン
ス
契
約
の
内
容
の
監
督
に
つ
い
て
は
、
右
の
A
日
衆
闘
の
法

律
の
如
〈
コ
ン
ブ
ア

V

V

1

ω

加
毘
曾
枇
に
封
し
一
般
的
に
契
約
内
容
の
届
出
を
命
十
る
制
度
の
外
に
、
向
間
接

の
監
替
制
度
が
ゐ
る
。
そ
れ
は
航
路
補
助
金
下
附
の
一
候
件
ご
し
て
、

コ
ン
ブ
ナ

V

ン
こ
契
約
を
監
脅
官
聴
に
周

出
で
、
其
認
可
を
受
〈
る
義
務
を
負
は
し
む
る
制
度
で
あ
る
。
此
制
度
は
、

元
来
、
被
護
曾
吐
辛
の
も
の
を
監
督

す
る
趣
旨
よ
り
出
来
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
叉
間
接
に

2
y
アア

V

Y

ス
監
督
の
殺
呆
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
間
接
監
督
方
法
に
よ
れ
ば
、

コ
Y

7
ァ
ν
ン
ス
加
盟
曾
枇
で
あ
っ
て
も
、
航
路
補
助
金
を
受
け
な
い
も
の

は
、
此
屑
出
の
義
務
を
負
は
な
い
の
で
あ
り
、
叉
航
路
補
助
金
を
受
〈
る
曾
枇
で
も
、

そ
の
補
助
金
を
受
〈
る
航

路
以
外
の
航
路
に
於
け
る
ヨ
ン
プ
ア

V

V

ス
契
約
は
、
届
出
で
の
義
務
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

三
契
約
の
監
督
政
策
己

L
て
は
則
る
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
但
し
我
法
制
に
於
て
は
比
制
度
に
な
っ
て
居
る
。

ヨ
ン
フ
ァ

V

ン

卸
も
、
遠
洋
航
路
補
助
法
施
行
細
則
第
五
十
五
僚
に
「
受
命
者
二
於
-
ア
受
命
線
路
ノ
航
海
運
輸
-
一
関

v
J
一
ク
月
以

論

叢

五
五
)

~ /、

海
運
曾
祉
の
保
護
L

に
海
運
同
盟
十
白
監
督

第
十
九
巻

(
第
三
競

Shipping Act目 Sec.14. 
Shipping Au. Sec. I4.a 
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2) 



諭

議

海
運
脅
批
白
保
護
と
海
運
同
盟
由
監
脅

第
十
九
魯

(
第
三
焼

五
大
)

，、
E耳

上
継
続
ス
ル
契
約
ヲ
締
結
セ
ン
ト
且

Y
ト
キ
目
、
実
ノ
契
約
傑
項
ヲ
具

v
、
議
J

返
信
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
P
べ

v
。
但
ジ
阪
往
ニ
一
於
-7
締
助
航
海
-
一
一
従
事
ジ
タ
y
b
y
j
、
阪
ニ
認
可
ヲ
受
グ
タ
-
W

屯
ノ
ニ
一
援
頁
ナ
キ
場
合
-
一
一
於
ア

同
主
(
事
由
ヲ
疎
開
U

、
届
出
ヲ
以
-
プ
之
-
一
代
フ
ル
ヨ
ト
ヲ
得
。
受
命
者
-
一
於
-
プ
前
項
ノ
契
約
ノ
傍
項
ヲ
麺
亙
セ
ン

ト
且
ル
ト
キ
ρ

、
環
メ
混
信
大
臣
ノ
認
可
7
受
ク

d
v
、』

Z
規
定
せ
る
も
の
が
之
に
蛍
る
。

コ
Y

フア

V

Y

且
に
劃
す
る
監
督
制
度
ご
し
て
提
案
せ
ら
れ
た
る
も
の
叉
は
現
に
費
行

せ
ら
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
o

今
、
前
段
に
逃
ぺ
た
る
保
護
政
策
を
賛
行
し
、
白
図
の
海
運
業
者
を
保
護
し
て
、
ョ

以
上
述
べ
柁
る
所
は
、

Y

プ
ア
レ
ン
ス
内
に
於
t
有
力
な
る
地
位
を
占
む
る
こ
ご
ぞ
得
し
め
、
之
bec
通
じ
て
コ
ン
ブ
ア

V

ン
旦
の
蓮
賃
又

は
主
(
他
の
管
業
方
針
に
岡
家
の
勢
力
を
及
ぼ
主
し
め
る
政
策
を
行
ふ
場
合
に
は
、
議
議
曾
枇
芭
そ
れ
が
加
盟
せ
る

ヨ
γ

ヌ
ア
レ
ン
ス
内
ご
の
事
情
に
精
通
せ
る
岡
家
機
闘
の
存
在
す
る
こ

F
笠
嬰
し
、
此
機
闘
が
貿
易
の
情
況
古
溝

運
の
質
朕
t
に
謄
じ
て
、
各
2
の
場
合
に
遁
営
な
る
監
骨
を
な
す
必
要
が
ゐ
品
。
そ
れ
に
は
保
護
に
劃
す
る
僚
件

Z
L
て
一
定
事
項
に
つ
き
認
可
を
必
要
ご
す
る
制
度
Z
し
で
も
よ
し
、
ヌ
事
情
が
許
す
な
ら
ば
、
被
護
曾
祉
の
高

等
轡
業
方
針
に
-
』
の
園
家
機
関
が
参
加
し
て
之
を
雨
者
の
合
議
に
よ
り
て
定
む
る
ご
云
ふ
制
度
Z

L
て
も
よ
い
。

こ
の
場
合
に
於
け
る
認
可
事
項
又
は
令
議
事
項
は
、
要
す
る
に
園
民
経
済
上
の
利
害
仁
重
大
な
る
関
係
を
有
す
る

事
柄
を
以
て
是
の
事
項
正
す
る
的
で
あ
る
が
、
そ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
嚢
に
も
述
べ
た
る
が
如
〈
、



各
国

ω閥
情
Z
か
、
貿
易
の
紋
態
Z
炉
、
海
運
上
の
地
位
Z
か
に
よ
り
て
異
る
所
で
あ
る
か
ら
、

一
々
蕊
に
列
奉

す
る
こ
ご
は
出
来
な
い
。

但
し
監
督
機
闘
が
コ
Y

7

ァ
v
y
ス
の
賓
儒
正
、
之
仁
関
聯
し
て
起
る
一
所
の
種
々
な
る
問
題
Z
に
つ
い
て
、
正

蛍
な
る
理
解
を
有
つ
-
}
ご
は
、
最
も
必
要
な
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
、

コ
ン
フ
ァ

V

V

ス
契
約
の
内
容
英
他
前
掲
の

英
吉
利
勅
定
委
員
曾
の
建
議
及
び
北
米
合
衆
図
の
法
律
が
要
求
す
る
が
如
き
書
類
は
、
之
金
監
督
機
関
に
提
出
す

ペ
き
も
の
て
す
る
は
素
よ
b
必
要
な
る
事
柄
で
あ
る
。
而
し
て
、
か
、
る
書
類
に
よ

h
て
監
督
官
爆
は
、

コ
Y

7

ア
v
v
z
の
賞
情
に
っ
さ
一
臆
の
理
解
を
有
っ
こ
正
、
は
な
る
が
、
而
も
監
督
官
騰
は
自
ら
が
海
運
経
替
の
賞
務

に
嘗
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
縦
ひ
海
運
界
の
一
般
的
紋
態
に
つ
い
て
は
正
嘗
な
る
理
解
を
有
す
る
に
し
て
も
、

個
々
の
問
題
の
質
備
に
精
通
せ
る
馳
仁
於

τは
官
業
者
に
及
ば

g
る
所
が
ゐ
る
o

故
に
監
督
方
法
Z
し
て
認
可
制

度
を
ご
る
に
し
て
も
又
合
議
制
度
を
古
る
に
し
て
も
、
適
切
な
る
監
督
を
期
す
る
に
は
、
監
督
官
廊
が
自
ら
何
等

の
先
入
観
念
を
以

t
営
業
者
の
意
思
を
座
迫
す
る
一
』
ご
な
〈
、
白
紙
の
態
度
を
以
て
嘗
業
者
の
意
見
を
十
分
に
嬉

取
し
た
る
品
位
、
適
嘗
な
る
判
断
を
加
へ
て
監
督
を
施
す
こ
Z
が
最
も
望
ま
し
き
事
柄
で
あ
る
。

次
に
前
越
の
如
き
保
護
政
策
が
成
功
し
て
、
自
国
曾
祉
が
コ

y

フア
V

ン
子
内
に
於
て
有
力
な
る
地
位
を
占
め
、

最
早
国
家
の
保
護
を
必
要
正
じ
な
い
様
に
な
っ
た
が
銭
め
、
之
を
康
止
し
わ
ん
場
合
、
叉
は
か
、
る
保
護
政
策
を
用

ぬ
宇
し
て
己
じ
自
国
曾
祉
が
コ
ン
ブ
ア

v
y
z
内
仁
於

τ有
力
な
る
地
位
を
占
め
て
居
る
場
令
に
は
、
阪
に
保
護

論

議

幅
運
合
祉
由
保
護
と
海
理
同
盟
由
監
督

第
十
え
魯

(
第
三
競

王
七
)

大
豆



論

骨骨
内凡

海
運
骨
祉
白
樺
穫
と
海
運
同
盟
白
監
督

第
十
九
番

(
第
三
班

五
八
)

一
六
大

な
る
も
の
が
存
在
じ
な
い
の
で
ゐ
る
か
ら
、

之
に
謝
す
る
傑
件
ご
し
て
の
臆
替
は
、
之
を
行
ム
こ
ご
が
出
来
な

ぃ
。
故
に
か
、
る
場
合
に
於
て
は
、
真
に
他
の
方
法
に
よ
h
て
コ

y

フ
ア
レ
ン
A

に
謝
す
る
監
督
を
行
は
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
裳
に
述
べ
た
る
英
吉
刺
勅
定
委
員
曾
の
提
案
に
か
、
る
所
の
、
調
停
及
び
仲
裁
を
主
さ
す
る
監
督
方

法
は
、
卸
も
か
、
る
場
合
に
於
け
る
コ
ン
フ
ア
v
v
z
監
替
制
度
で
あ
る
。
此
制
度
は
、

ヨ
ン

7
ァ

V

V

R

に
劃

立
上
得
る
所
の
組
合
を
荷
主
側
に
も
成
立
せ
し
め
、
海
運
に
闘
す
ゐ
総
て
の
問
題
を
、
な
る
ぺ
〈
此
雨
賞
事
者
り

協
議
仁
よ
b
て
解
決
せ
じ
む
る
を
主
眼
ご
す
る
も
の
で
、
雨
嘗
事
者
の
聞
に
安
協
に
よ
り
て
問
題
を
解
決
し
得
5

る
場
合
に
、
初
め
て
監
督
官
臨
輔
が
調
停
又
は
仲
裁
の
局
に
嘗
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
問
題
が
監
督
官
腐
の
前
に
現

は
れ
る
ま
で
に
、
飯
に
雨
宮
事
者
の
意
見
は
十
分
に
表
示
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
監
督
官
廓
は
、

L
、

日

I-F

合
外

何
な
る
方
法
に
よ
り
て
雨
嘗
事
者
の
利
害
を
調
和
す
れ
ば
、
ぞ
れ
が
闘
民
雑
務
上
の
利
益
を
最
も
よ
く
保
護
精
進

す
る
こ
ご
、
な
る
か
、
を
決
定
す
れ
ば
足
る
の
で
ゐ
る
か
ら
、
監
督
官
騰
の
先
入
観
念
が
問
題
の
異
質
の
解
決
を

誤
る
の
虞
は
最
も
少
〈
、
従
っ
て
最
も
遜
嘗
な
る
監
督
制
度
で
ゐ
る
。
併
し
乍
ら

7
挙

τ逃
ぺ
た
る
が
如
〈
、

荷
主
側
に
於

τ
コ
Y

アア

V

Y

1

に
封
立
す
る
所
の
組
合
を
設
け
る
こ
正
に
は
、
頗
る
困
難
な
る
事
情
が
ゐ
る
か

色
、
か
、
る
監
督
方
法
は
、
今
円
の
所
未
だ
之
を
一
般
的
制
度
さ
し
て
採
用
す
る
に
通
し
な
い
。
故
に
岡
家
は
、

む
此
制
度
を
採
用
す
る
の
準
備
ご
し
て
、

一
方
に
於
て
は
各
航
路
の
貿
易
毎
に
荷
主
に
於
て
利
盆
代
表
の
組
令
を
作

る
べ
き
-
』
ど
を
奨
渦
援
助
す
る
ぜ
共
仁
、
他
方
に
於
て
は
コ

γ
プア

V

ン
λ

の
事
業
を
総
括
的
に
監
督
す
ふ
機
関



を
設
け
、
荷
主
側
の
苦
情
を
聴
容
れ
て
如
何
な
る
問
題
が
彼
等
さ
海
運
業
者
ご
の
問
に
存
在
す
る
か
を
了
解
し
、

そ
の
異
相
の
調
俺
ご
之
が
調
停
仲
裁
己
の
局
に
嘗
h
、
問
題
が
園
民
経
済
の
重
大
な
る
利
害
に
懸
る
場
合
仁
は
・
進

綜
合
的
意
見
Z
し
て
後
表
せ
ら
毛
、
場
合
に
は
、

ん
で
之
に
謝

L
通
鴬
な
る
干
渉
を
加
ふ
べ
き
で
ゐ
る
。
但
し
、
苦
情
が
、
集
問
的
勢
カ
を
有
つ
荷
主
側
の
組
合
の

ヨ
Y

フア

V

Y

ス
も
之
に
封

L
報
復
的
行
動
に
出
づ
る
ニ
古
が

困
難
で
あ
る
か
ら
、
荷
主

ω地
位
は
安
全
で
あ
る
が
、
示
花
組
合
が
成
立

L
居
ら
守
、
従
っ
て
集
図
的
勢
力
の
下

に
在

ι守
し
て
砿
立
的
朕
態
に
あ
る
荷
主
よ
h
出
づ
る
ご
き
は
、
濁
占
的
地
位
に
ゐ
る
ヨ
ン
フ
ア

V

ン
ス
は
積
荷

の
恒
絶
其
他
の
方
法
に
よ
り
て
之
に
報
復
す
る
-
M
Z
な
き
を
保
L
難

ν。
故
仁
監
督
官
騰
は
此
貼
に
周
囲
剖
な
る
注

意
を
梯
ひ
、
荷
主
を

L
て
報
復
に
封

L
何
等
懸
念
す
る
の
要
な
き
の
方
法
に
於
て
苦
情
を
越
ペ
し
か
る
の
手
段
を

百
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
〈
て
ニ
の
準
備
的
監
督
制
度
を
行
ひ
っ
、
あ
る
問
に
、
荷
主
組
合
の
後
達
を
計
b
、

次
第
に
前
述
の
コ
ン
ブ
ァ

v
y
I
Z
組
合
ご
の
勢
立
を
基
礎
ご
す
る
監
管
制
度
に
移
る
事
へ
き
で
あ
る
。
〔
完
〕

(二-一・凹・ニ
O
)

論

護

梅
運
脅
世
田
保
護
岸
』
海
運
同
盟
白
監
督

第
十
九
巻

(
第
三
貌

五
九
)

ノ、
←じ


